
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
義
務
加
入
に
か
か
る
同
意
成
立
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

情
報
公
開
条
例
運
用
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

次
の
者
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
許
可
申
請
書
等
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

大
分
市
久
原
北
六
番
二
十
八
号

九
州
環
境
管
理
株
式
会
社

代
表
取
締
役

清

末

昭

雄

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

由
布
市
挾
間
町
七
蔵
司
字
下
谷
九
百
七
十
六
番
六
ほ
か
二
筆

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
十
四

号
ロ
に
規
定
す
る
安
定
型
最
終
処
分
場

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
及
び
が
れ
き
類
（
以
上
五
種
類

石

綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
含
む
。
）

五

申
請
年
月
日

令
和
六
年
八
月
八
日

六

縦
覧
期
間

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で

七

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
循
環
社
会
推
進
課
及
び
中
部
保
健
所
由
布
保
健
部

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
字
鹿
鳴
越
三
ノ
四
六
五
七
番
三
四
六
・
字
堂
尾
三
九
〇
九
番
（
以
上
二
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
四
三
号

九
月
十
七
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

区

分

利
用
者
数

相
談
案
内
件
数

情
報
セ
ン
タ
ー

四
、
一
七
一

四
四
一

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

七
六
八

二
二

合

計

四
、
九
三
九

四
六
三

公
開
請
求
者
数

備

考

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
常
盤
四
八
〇
八
番
三

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

加
入
区
の
名
称

北
海
部
第
四
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
津
久
見
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

加
入
区
の
名
称

佐
伯
第
一
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
佐
伯
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

〇
公

告

大
分
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

五
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

情
報
公
開
窓
口
の
利
用
状
況

二

公
文
書
の
公
開
請
求
者
数
の
状
況

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
六
年
九
月
十
七
日

二



三
〇
五

法
人
等
を
含
む
。

処
理
件
数

処

理

内

訳

公

開

一
部
公
開

非
公
開

存
否
応

答
拒
否

公
文
書

不
存
在

適
用

除
外

取
下
げ

五
、
三
〇
八
二
、
三
一
五
二
、
七
八
〇

一
三

二

一
七
〇

一

二
七

区

分

処
理
件
数

知

事

二
、
〇
七
六

議

会

五

教

育

委

員

会

二
、
六
〇
〇

公

安

委

員

会

六
四

警

察

本

部

長

三
七
〇

選

挙

管

理

委

員

会

一
二
八

監

査

委

員

二

人

事

委

員

会

一
五

労

働

委

員

会

〇

収

用

委

員

会

〇

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

〇

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

〇

公

営

企

業

管

理

者

六

病

院

事

業

管

理

者

四
〇

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
看
護
科
学
大
学

〇

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

〇

大

分

県

住

宅

供

給

公

社

〇

大

分

県

土

地

開

発

公

社

二

合

計

五
、
三
〇
八

申

出

件

数

備

考

〇

区

分

件

数

備

考

審
査
請
求
件
数

四

前
年
度
か
ら
の
継
続
三
件
を
含
む
。

処

理

件

数

四

区

分

処

理

件

数

情
報
セ
ン
タ
ー

一
、
三
〇
七

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

七
一
九

警
察
本
部
窓
口

―

合

計

二
、
〇
二
六

区

分

閲

覧

資
料
提
供

貸
出
し

写
し
交
付

情
報
セ
ン
タ
ー

一
、
三
三
九

五
〇
〇

三
〇

一
、
五
一
五

地
区
情
報
コ
ー
ナ
ー

五

―

―

七
二
七

警
察
本
部
窓
口

―

―

―

五
一

合

計

一
、
三
四
四

五
〇
〇

三
〇

二
、
二
九
三

三

公
文
書
の
公
開
状
況

１

対
象
公
文
書
処
理
件
数
及
び
処
理
内
訳

（
単
位

件
）

２

対
象
公
文
書
処
理
件
数
の
実
施
機
関
別
内
訳

３

苦
情
の
申
出
の
状
況

４

審
査
請
求
の
状
況

四

情
報
提
供
の
状
況

１

情
報
提
供
申
出

２

行
政
資
料

（
単
位

件
）

令
和
六
年
九
月
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



区

分

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報

映
像
情
報

情
報
セ
ン
タ
ー

二
七

〇

３

そ
の
他

（
単
位

件
）

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
六
年
九
月
十
七
日

四


